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コロナ禍で外食頻度が低く衛生管理意識が高かった時期に、全国では年間で約１，０００件程度

の食中毒が発生し、患者数は１～２万人程度を推移していましたが、今後はコロナ以前の様相に 

戻ることが想定されます。寄生虫が主たる病因であり、保健所では給食や仕出し屋等で発生したとの

報告を受けることがあります。数々の食中毒の事例から明らかになったことは、原因となる寄生虫や

細菌、ウイルスにより出現する嘔吐・下痢等の消化器症状があること、それらの病因が寄生・増殖  

しやすい特定の食材があること、感染拡大しやすい人的・物的環境があることなどです。食中毒  

予防の３原則として「つけない・増やさない・やっつける」があります。原因となる菌を持ち込まない  

ように日頃からの調理者の体調管理を徹底すること、また、清潔な環境において適切に調理が   

なされること、そして、調理したものが適切に温度管理や保存がなされること、特に運搬においては 

適切な時間管理や衛生管理がなされることも重要です。複合的に原因が絡み合って食中毒が  

発生するため、各工程において細心の留意が必要であり、調理者は喫食者に対して速やかな   

喫食を呼びかけるなどの啓発も大切です。何より、「調理は手洗いに始まり    

手洗いに終わる」と言われるように、正しい手洗いがすべての前提となります。 

衛生的な手洗いの手順に沿って、手洗いを実施し、手袋やアルコール消毒と      

併用して、食品衛生管理に努めてください。 

 

 


